
事 務 連 絡

令和６年９月１２日

一般社団法人 東京都トラック協会長 殿

関東運輸局自動車交通部長

自家用車活用事業における貨客混載に関する取扱いについて

標記について、令和６年９月１０日付けで物流・自動車局旅客課長より、別添

のとおり事務連絡があったことから、管内運輸支局長あて通知したので了知され

るとともに貴会員に対して周知を図るようお願い致します。





３ １、２より、日本版ライドシェアを実施する法人タクシー事業者が、一般貨物自動車運

送事業の許可を取得することに加え、有償運送の許可を受けた場合には、当該日本版ライ

ドシェアを実施できる地域・時期・時間帯において、当該日本版ライドシェアの用に供す

る車両に関して、貨客混載制度を活用することが可能である。 


